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【
三
段
表
】
改
正
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
五
条
関
係
法
令
に
つ
い
て

租
税
特
別
措
置
法

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則

第
三
十
五
条

第
二
十
三
条

第
十
八
条
の
二

（
居
住
用
財
産
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
）

（
居
住
用
財
産
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
）

（
居
住
用
財
産
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
）

（
居
住
用
財
産
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
）

第
三
十
五
条

個
人
の
有
す
る
資
産
が
、
居
住
用
財
産

を
譲
渡
し
た
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合

に
は
、
そ
の
年
中
に
そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

全
部
の
資
産
の
譲
渡
に
対
す
る
第
三
十
一
条
又
は
第

三
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
長
期
譲
渡
所
得
の
金

額
（
」
と
あ
る
の
は
、
「
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額

か
ら
三
千
万
円
（
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
う
ち

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
資
産
の

譲
渡
に
係
る
部
分
の
金
額
が
三
千
万
円
に
満
た
な

い
場
合
に
は
当
該
資
産
の
譲
渡
に
係
る
部
分
の
金

額
と
し
、
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
場
合
に
は
三
千
万
円
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ

り
控
除
さ
れ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
当
該
資

産
の
譲
渡
に
係
る
部
分
の
金
額
と
の
い
ず
れ
か
低

い
金
額
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
金
額
（
」
と
す

る
。

二

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
短
期
譲
渡
所
得
の
金

額
（
」
と
あ
る
の
は
、
「
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額

か
ら
三
千
万
円
（
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
う
ち

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
資
産
の

譲
渡
に
係
る
部
分
の
金
額
が
三
千
万
円
に
満
た
な
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い
場
合
に
は
、
当
該
資
産
の
譲
渡
に
係
る
部
分
の

金
額
）
を
控
除
し
た
金
額
（
」
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
居
住
用
財
産
を
譲
渡
し
た
場
合

と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
（
当
該
個
人
が
そ
の
年
の

前
年
又
は
前
々
年
に
お
い
て
既
に
同
項
（
次
項
の
規

定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
第
三
十

六
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
四
十
一
条
の
五

若
し
く
は
第
四
十
一
条
の
五
の
二
の
規
定
の
適
用
を

受
け
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
を
い
う
。

（
居
住
用
財
産
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
）

一

そ
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
る
家
屋
で
政
令
で

第
二
十
三
条

第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
法

定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
居
住
用

第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定

家
屋
」
と
い
う
。
）
の
譲
渡
（
当
該
個
人
の
配
偶

め
る
家
屋
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

者
そ
の
他
の
当
該
個
人
と
政
令
で
定
め
る
特
別
の

２

法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
当
該

関
係
が
あ
る
者
に
対
し
て
す
る
も
の
及
び
所
得
税

個
人
と
政
令
で
定
め
る
特
別
の
関
係
が
あ
る
者
は
、

法
第
五
十
八
条
の
規
定
又
は
第
三
十
三
条
か
ら
第

第
二
十
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

三
十
三
条
の
四
ま
で
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
七

条
の
四
、
第
三
十
七
条
の
七
、
第
三
十
七
条
の
九

の
四
若
し
く
は
第
三
十
七
条
の
九
の
五
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
居
住
用
家
屋
と
と

も
に
す
る
そ
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地

若
し
く
は
当
該
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
の
譲
渡

（
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
不
動
産
等
の
貸
付
け

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
し
た
場
合

二

災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
居
住
用
家
屋
の
敷
地
の

用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
若
し
く
は
当
該
土
地
の

上
に
存
す
る
権
利
の
譲
渡
又
は
居
住
用
家
屋
で
当

該
個
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
な
く
な
つ
た
も
の

の
譲
渡
若
し
く
は
居
住
用
家
屋
で
当
該
個
人
の
居

住
の
用
に
供
さ
れ
な
く
な
つ
た
も
の
と
と
も
に
す
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る
そ
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
若
し
く

は
当
該
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
の
譲
渡
を
、
こ

れ
ら
の
居
住
用
家
屋
が
当
該
個
人
の
居
住
の
用
に

供
さ
れ
な
く
な
つ
た
日
か
ら
同
日
以
後
三
年
を
経

過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
し
た
場
合

３

相
続
又
は
遺
贈
（
贈
与
者
の
死
亡
に
よ
り
効
力
を

生
ず
る
贈
与
を
含
む
。
以
下
第
五
項
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
よ
る
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
及
び
被
相

続
人
居
住
用
家
屋
の
敷
地
等
の
取
得
を
し
た
相
続
人

（
包
括
受
遺
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三

十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
次
に
掲
げ

る
譲
渡
（
当
該
相
続
の
開
始
が
あ
つ
た
日
か
ら
同
日

以
後
三
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
し
た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、

第
三
十
九
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
及
び
そ

の
譲
渡
の
対
価
の
額
が
一
億
円
を
超
え
る
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
譲
渡
」
と
い

う
。
）
を
し
た
場
合
（
当
該
相
続
人
が
既
に
当
該
相

続
又
は
遺
贈
に
係
る
当
該
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
又

は
当
該
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
敷
地
等
の
対
象
譲

渡
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る

場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
居
住
用

財
産
を
譲
渡
し
た
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
し

て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

一

当
該
相
続
若
し
く
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
を
し
た

３

法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
被
相

被
相
続
人
居
住
用
家
屋
（
当
該
相
続
の
時
後
に
当

続
人
居
住
用
家
屋
の
政
令
で
定
め
る
部
分
は
、
同
号

該
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
に
つ
き
行
わ
れ
た
増

に
規
定
す
る
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
譲
渡
の
対
価

築
、
改
築
（
当
該
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
全
部

の
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
被
相
続
人
居
住
用
家

の
取
壊
し
又
は
除
却
を
し
た
後
に
す
る
も
の
及
び

屋
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
被
相
続
人
居
住
用
家
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そ
の
全
部
が
滅
失
を
し
た
後
に
す
る
も
の
を
除

屋
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
七
項
に
お

く
。
）
、
修
繕
又
は
模
様
替
に
係
る
部
分
を
含
む

い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

も
の
と
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に

割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
部
分
と

限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
政
令

す
る
。

で
定
め
る
部
分
の
譲
渡
又
は
当
該
被
相
続
人
居
住

一

法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
相
続
の
開
始
の
直
前

用
家
屋
と
と
も
に
す
る
当
該
相
続
若
し
く
は
遺
贈

に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
被
相
続
人
（
以
下
こ

に
よ
り
取
得
を
し
た
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
敷

の
条
に
お
い
て
「
被
相
続
人
」
と
い
う
。
）
の
居

地
等
（
イ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限

住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
被
相
続
人
居
住
用
家
屋

る
。
）
の
政
令
で
定
め
る
部
分
の
譲
渡

当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
に
お
け
る
被
相
続
人

イ

当
該
相
続
の
時
か
ら
当
該
譲
渡
の
時
ま
で
事

居
住
用
家
屋
の
床
面
積
の
う
ち
に
当
該
相
続
の
開

業
の
用
、
貸
付
け
の
用
又
は
居
住
の
用
に
供
さ

始
の
直
前
に
お
け
る
当
該
被
相
続
人
の
居
住
の
用

れ
て
い
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。

に
供
さ
れ
て
い
た
部
分
の
床
面
積
の
占
め
る
割
合

二

法
第
三
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
従
前

居
住
の
用
（
第
八
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
「
対

象
従
前
居
住
の
用
」
と
い
う
。
）
に
供
さ
れ
て
い

た
被
相
続
人
居
住
用
家
屋

同
条
第
四
項
に
規
定

す
る
特
定
事
由
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定

事
由
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
被
相
続
人
居
住
用
家

屋
が
被
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
な
く
な
る

直
前
に
お
け
る
当
該
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
床

面
積
の
う
ち
に
当
該
居
住
の
用
に
供
さ
れ
な
く
な

る
直
前
に
お
け
る
当
該
被
相
続
人
の
居
住
の
用
に

供
さ
れ
て
い
た
部
分
の
床
面
積
の
占
め
る
割
合

４

法
第
三
十
五
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
被
相
続

人
居
住
用
家
屋
の
敷
地
等
の
政
令
で
定
め
る
部
分

は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
被
相
続
人
居
住
用
家
屋

の
敷
地
等
の
譲
渡
の
対
価
の
額
に
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
敷
地
等
（
同
条
第
四

項
に
規
定
す
る
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
敷
地
等
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
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応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た

金
額
に
相
当
す
る
部
分
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
被
相
続
人
居
住
用
家
屋

の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
被
相
続
人
居
住
用

家
屋
の
敷
地
等

法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
相
続

の
開
始
の
直
前
に
お
け
る
被
相
続
人
居
住
用
家
屋

の
敷
地
等
の
面
積
（
土
地
に
あ
つ
て
は
当
該
土
地

の
面
積
を
い
い
、
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
に
あ

つ
て
は
当
該
土
地
の
面
積
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
に
当
該
相

続
の
開
始
の
直
前
に
お
け
る
被
相
続
人
の
居
住
の

用
に
供
さ
れ
て
い
た
部
分
の
面
積
の
占
め
る
割
合

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
被
相
続
人
居
住
用
家
屋

の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
被
相
続
人
居
住
用

家
屋
の
敷
地
等

特
定
事
由
に
よ
り
当
該
被
相
続

人
居
住
用
家
屋
が
被
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ

れ
な
く
な
る
直
前
に
お
け
る
被
相
続
人
居
住
用
家

屋
の
敷
地
等
の
面
積
の
う
ち
に
当
該
居
住
の
用
に

供
さ
れ
な
く
な
る
直
前
に
お
け
る
当
該
被
相
続
人

の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
部
分
の
面
積
の
占

め
る
割
合

５

法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
地

震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
規
定
又
は
基
準
と
し
て

ロ

当
該
譲
渡
の
時
に
お
い
て
地
震
に
対
す
る
安

政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
三

全
性
に
係
る
規
定
又
は
基
準
と
し
て
政
令
で
定

章
及
び
第
五
章
の
四
の
規
定
又
は
国
土
交
通
大
臣
が

め
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
地
震
に
対
す
る
安
全

二

当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
を
し
た
被
相

性
に
係
る
基
準
と
す
る
。

続
人
居
住
用
家
屋
（
イ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す

も
の
に
限
る
。
）
の
全
部
の
取
壊
し
若
し
く
は
除

却
を
し
た
後
又
は
そ
の
全
部
が
滅
失
を
し
た
後
に

お
け
る
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
を
し
た
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被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
敷
地
等
（
ロ
及
び
ハ
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
の
政
令

で
定
め
る
部
分
の
譲
渡

イ

当
該
相
続
の
時
か
ら
当
該
取
壊
し
、
除
却
又

は
滅
失
の
時
ま
で
事
業
の
用
、
貸
付
け
の
用
又

は
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
な
い
こ

と
。

ロ

当
該
相
続
の
時
か
ら
当
該
譲
渡
の
時
ま
で
事

業
の
用
、
貸
付
け
の
用
又
は
居
住
の
用
に
供
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。

ハ

当
該
取
壊
し
、
除
却
又
は
滅
失
の
時
か
ら
当

該
譲
渡
の
時
ま
で
建
物
又
は
構
築
物
の
敷
地
の

用
に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。

４

前
項
及
び
次
項
に
規
定
す
る
被
相
続
人
居
住
用
家

６

法
第
三
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

第

条
の
２

（
略
）

18

屋
と
は
、
当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
に
お
い
て
当
該

る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

２

（
略
）

相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
被
相
続
人
（
包
括
遺
贈
者
を

一

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三

３

施
行
令
第
二
十
三
条
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る

含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
認
定

財
務
省
令
で
定
め
る
被
相
続
人
は
、
特
定
事
由
に
よ

の
居
住
の
用
（
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な

又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
支
援
認
定
を
受

り
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
が
被
相
続
人
の
居
住
の
用

い
事
由
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
由
（
以
下
こ
の
項

け
て
い
た
被
相
続
人
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
被
相

に
供
さ
れ
な
く
な
る
直
前
に
お
い
て
、
介
護
保
険
法

及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
事
由
」
と
い
う
。
）
に

続
人
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
が
次
に
掲

施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）

よ
り
当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
に
お
い
て
当
該
被
相

げ
る
住
居
又
は
施
設
に
入
居
又
は
入
所
を
し
て
い

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
四
第
二
号
に
該
当
し
て
い

続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
場
合
（

た
こ
と
。

た
者
と
す
る
。

政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
る
。
）
に

イ

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三

お
け
る
当
該
特
定
事
由
に
よ
り
居
住
の
用
に
供
さ
れ

十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
認

な
く
な
る
直
前
の
当
該
被
相
続
人
の
居
住
の
用
（
第

知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
が
行
わ

三
号
に
お
い
て
「
対
象
従
前
居
住
の
用
」
と
い

れ
る
住
居
、
同
法
第
二
十
条
の
四
に
規
定
す
る

う
。
）
を
含
む
。
）
に
供
さ
れ
て
い
た
家
屋
（
次
に

養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
同
法
第
二
十
条
の
五
に
規

掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
で
政
令
で

定
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
同
法
第
二
十

定
め
る
も
の
を
い
い
、
前
項
及
び
次
項
に
規
定
す
る

条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
又
は
同

被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
敷
地
等
と
は
、
当
該
相
続

法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
老
人

の
開
始
の
直
前
に
お
い
て
当
該
被
相
続
人
居
住
用
家

ホ
ー
ム
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屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
と
し
て
政
令

ロ

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す

で
定
め
る
も
の
又
は
当
該
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利

る
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
同
条
第
二
十
九
項

を
い
う
。

に
規
定
す
る
介
護
医
療
院

一

昭
和
五
十
六
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
建
築
さ

ハ

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律

れ
た
こ
と
。

（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
条
第

二

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の

一
項
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け

規
定
に
該
当
す
る
建
物
で
な
い
こ
と
。

住
宅
（
イ
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
を
除

三

当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
に
お
い
て
当
該
被
相

く
。
）

続
人
以
外
に
居
住
を
し
て
い
た
者
が
い
な
か
つ
た

二

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

こ
と
（
当
該
被
相
続
人
の
当
該
居
住
の
用
に
供
さ

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

れ
て
い
た
家
屋
が
対
象
従
前
居
住
の
用
に
供
さ
れ

百
二
十
三
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

て
い
た
家
屋
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
事
由

障
害
支
援
区
分
の
認
定
を
受
け
て
い
た
被
相
続
人

に
よ
り
当
該
家
屋
が
居
住
の
用
に
供
さ
れ
な
く
な

が
同
法
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支

る
直
前
に
お
い
て
当
該
被
相
続
人
以
外
に
居
住
を

援
施
設
（
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
施
設
入
所
支

し
て
い
た
者
が
い
な
か
つ
た
こ
と
）
。

援
が
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
条
第
十

七
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
に

入
所
又
は
入
居
を
し
て
い
た
こ
と
。

７

法
第
三
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
と
す
る
。

一

特
定
事
由
に
よ
り
被
相
続
人
居
住
家
屋
が
被
相

続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
な
く
な
つ
た
時
か
ら

法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
相
続
の
開
始
の
直
前
ま

で
引
き
続
き
当
該
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
が
当
該

被
相
続
人
の
物
品
の
保
管
そ
の
他
の
用
に
供
さ
れ

て
い
た
こ
と
。

二

特
定
事
由
に
よ
り
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
が
被

相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
な
く
な
つ
た
時
か

ら
法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
相
続
の
開
始
の
直
前

ま
で
当
該
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
が
事
業
の
用
、

貸
付
け
の
用
又
は
当
該
被
相
続
人
以
外
の
者
の
居

住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。
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三

被
相
続
人
が
前
項
各
号
に
規
定
す
る
住
居
又
は

施
設
に
入
居
又
は
入
所
を
し
た
時
か
ら
法
第
三
十

五
条
第
四
項
の
相
続
の
開
始
の
直
前
ま
で
の
間
に

お
い
て
当
該
被
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
家

屋
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
家
屋
の

う
ち
、
当
該
住
居
又
は
施
設
が
、
当
該
被
相
続
人

が
主
と
し
て
そ
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
た
一
の

家
屋
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

８

法
第
三
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
家
屋
は
、
同
項
の
相
続
の
開
始
の
直
前
（
当
該
家

屋
が
対
象
従
前
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
家
屋
で

あ
る
場
合
に
は
、
特
定
事
由
に
よ
り
当
該
家
屋
が
被

相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
な
く
な
る
直
前
）
に

お
い
て
、
被
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た

同
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
家
屋
で
あ
つ

て
、
当
該
被
相
続
人
が
主
と
し
て
そ
の
居
住
の
用
に

供
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
一
の
建
築
物
に
限
る
も

の
と
す
る
。

９

法
第
三
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
土
地
は
、
同
項
の
相
続
の
開
始
の
直
前
（
当
該
土

地
が
対
象
従
前
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
前
項
に

規
定
す
る
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地

で
あ
る
場
合
に
は
、
特
定
事
由
に
よ
り
当
該
家
屋
が

被
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
な
く
な
る
直
前
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
前
項
に

規
定
す
る
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
と
認

め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
相
続
の
開
始
の
直
前
に
お
い
て
当
該
土
地
が
用
途

上
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
二
以
上
の
建
築
物
の
あ
る

一
団
の
土
地
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
土
地
の
う

ち
、
当
該
土
地
の
面
積
に
次
に
掲
げ
る
床
面
積
の
合
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計
の
う
ち
に
第
一
号
に
掲
げ
る
床
面
積
の
占
め
る
割

合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
面
積
に
係
る
土
地
の
部
分
に

限
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
に
お
け
る
当
該
土
地

に
あ
つ
た
前
項
に
規
定
す
る
家
屋
の
床
面
積

二

当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
に
お
け
る
当
該
土
地

に
あ
つ
た
前
項
に
規
定
す
る
家
屋
以
外
の
建
築
物

の
床
面
積

５

第
三
項
の
規
定
は
、
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
る

法
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

10

被
相
続
人
居
住
用
家
屋
又
は
被
相
続
人
居
住
用
家
屋

る
用
途
は
、
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
用
途
と
す

の
敷
地
等
の
取
得
を
し
た
相
続
人
（
包
括
受
遺
者
を

る
。

含
む
。
次
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
「
居
住
用

第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
五
条

11

家
屋
取
得
相
続
人
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
相
続
の

第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
家
屋
及
び
同
項

時
か
ら
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
対
象

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
土
地
に
つ
い
て
準
用
す

譲
渡
を
し
た
日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
項
中
「
（
当
該
家

で
の
間
に
、
当
該
対
象
譲
渡
を
し
た
資
産
と
当
該
相

屋
が
対
象
従
前
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
家
屋
で

続
の
開
始
の
直
前
に
お
い
て
一
体
と
し
て
当
該
被
相

あ
る
場
合
に
は
、
特
定
事
由
に
よ
り
当
該
家
屋
が
被

続
人
の
居
住
の
用
（
特
定
事
由
に
よ
り
当
該
被
相
続

相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
な
く
な
る
直
前
）
に

人
居
住
用
家
屋
が
当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
に
お
い

お
い
て
、
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
い
て
」
と
、
「
居

て
当
該
被
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
か

住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

つ
た
場
合
（
前
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
要
件

「
居
住
の
用
（
当
該
家
屋
が
特
定
事
由
に
よ
り
当
該

を
満
た
す
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
政
令
で
定
め
る

相
続
の
開
始
の
直
前
に
お
い
て
当
該
被
相
続
人
の
居

用
途
）
に
供
さ
れ
て
い
た
家
屋
（
当
該
相
続
の
時
後

住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
場
合
（
前
項
各
号

に
当
該
家
屋
に
つ
き
行
わ
れ
た
増
築
、
改
築
（
当
該

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、

家
屋
の
全
部
の
取
壊
し
又
は
除
却
を
し
た
後
に
す
る

同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
用
途
）
に
供
さ
れ
て
い
た

も
の
及
び
そ
の
全
部
が
滅
失
を
し
た
後
に
す
る
も
の

同
条
第
四
項
各
号
」
と
、
「
あ
つ
て
、
」
と
あ
る
の

を
除
く
。
）
、
修
繕
又
は
模
様
替
に
係
る
部
分
を
含

は
「
あ
つ
て
、
当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
（
当
該
家

む
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
当
該
家
屋
の
敷

屋
が
対
象
従
前
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
家
屋
で

地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
と
し
て
政
令
で
定
め

あ
る
場
合
に
は
、
特
定
事
由
に
よ
り
当
該
家
屋
が
当

る
も
の
若
し
く
は
当
該
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
（

該
被
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
な
く
な
る
直

次
項
に
お
い
て
「
対
象
譲
渡
資
産
一
体
家
屋
等
」
と

前
）
に
お
い
て
」
と
、
第
九
項
中
「
直
前
（
当
該
土
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い
う
。
）
の
譲
渡
（
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
不
動

地
が
対
象
従
前
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
前
項
に

産
等
の
貸
付
け
を
含
み
、
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項

規
定
す
る
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地

に
規
定
す
る
収
用
交
換
等
に
よ
る
譲
渡
そ
の
他
の
政

で
あ
る
場
合
に
は
、
特
定
事
由
に
よ
り
当
該
家
屋
が

令
で
定
め
る
譲
渡
（
次
項
に
お
い
て
「
収
用
交
換
等

被
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
な
く
な
る
直
前
。

に
よ
る
譲
渡
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

に
お
い
て
「
適
用
前
譲
渡
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い

直
前
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
適
用
前
譲
渡
に
係
る
対
価

法
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

12

の
額
と
当
該
対
象
譲
渡
に
係
る
対
価
の
額
と
の
合
計

る
譲
渡
は
、
第
二
十
四
条
の
二
第
八
項
各
号
に
掲
げ

額
が
一
億
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
適
用

る
譲
渡
と
す
る
。

し
な
い
。

法
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋

４

施
行
令
第
二
十
三
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
財
務

13
取
得
相
続
人
が
、
同
項
に
規
定
す
る
適
用
前
譲
渡
又

省
令
で
定
め
る
譲
渡
は
、
法
第
三
十
五
条
第
五
項
又

は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
適
用
後
譲
渡
を
し
た
場

は
第
六
項
に
規
定
す
る
対
象
譲
渡
資
産
一
体
家
屋
等

合
に
お
い
て
、
当
該
適
用
前
譲
渡
又
は
適
用
後
譲
渡

の
適
用
前
譲
渡
又
は
同
項
に
規
定
す
る
適
用
後
譲
渡

が
贈
与
（
著
し
く
低
い
価
額
の
対
価
に
よ
る
譲
渡
と

に
係
る
対
価
の
額
が
、
当
該
対
象
譲
渡
資
産
一
体
家

し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の

屋
等
の
当
該
適
用
前
譲
渡
又
は
適
用
後
譲
渡
の
時
に

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

お
け
る
価
額
の
二
分
の
一
に
満
た
な
い
金
額
で
あ
る

お
け
る
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に

場
合
の
当
該
適
用
前
譲
渡
又
は
適
用
後
譲
渡
と
す

つ
い
て
は
、
当
該
贈
与
の
時
に
お
け
る
価
額
に
相
当

る
。

す
る
金
額
を
も
つ
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
適

用
前
譲
渡
及
び
適
用
後
譲
渡
に
係
る
対
価
の
額
と
す

る
。国

土
交
通
大
臣
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
準

14
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
告
示
す
る
。

６

第
三
項
の
規
定
は
、
居
住
用
家
屋
取
得
相
続
人

が
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
対
象
譲
渡

を
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
一
月
一
日
か
ら
当
該

対
象
譲
渡
を
し
た
日
以
後
三
年
を
経
過
す
る
日
の
属

す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
対
象
譲

渡
資
産
一
体
家
屋
等
の
譲
渡
（
譲
渡
所
得
の
基
因
と

な
る
不
動
産
等
の
貸
付
け
を
含
み
、
収
用
交
換
等
に

よ
る
譲
渡
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
適
用
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後
譲
渡
」
と
い
う
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
適
用
後
譲
渡
に
係
る
対
価
の
額
と
当
該
対
象
譲
渡

に
係
る
対
価
の
額
（
適
用
前
譲
渡
が
あ
る
場
合
に

は
、
前
項
の
合
計
額
）
と
の
合
計
額
が
一
億
円
を
超

え
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

７

第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
他
の
居
住
用
家
屋
取
得
相
続
人
に
対
し
、
対
象

譲
渡
を
し
た
旨
、
対
象
譲
渡
を
し
た
日
そ
の
他
参
考

と
な
る
べ
き
事
項
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
通
知
を
受
け
た
居

住
用
家
屋
取
得
相
続
人
で
適
用
前
譲
渡
を
し
て
い
る

者
は
当
該
通
知
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
、
当
該
通
知

を
受
け
た
居
住
用
家
屋
取
得
相
続
人
で
適
用
後
譲
渡

を
し
た
者
は
当
該
適
用
後
譲
渡
を
し
た
後
遅
滞
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
通
知
を
し
た
者
に
対
し
、
そ

の
譲
渡
を
し
た
旨
、
そ
の
譲
渡
を
し
た
日
、
そ
の
譲

渡
の
対
価
の
額
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
の
通

知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

対
象
譲
渡
に
つ
き
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

て
い
る
者
は
、
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
つ
た
場
合
に
は
、
居
住
用
家
屋
取
得
相
続
人
が
そ

の
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
適
用
後
譲
渡
を
し
た
日

か
ら
四
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
当
該
対
象
譲
渡
を

し
た
日
の
属
す
る
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
の
修
正

申
告
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
期
限
内
に
当
該
申

告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
修
正

（
居
住
用
財
産
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
）

申
告
書
の
提
出
が
な
い
と
き
は
、
納
税
地
の
所
轄
税

第
十
八
条
の
二

法
第
三
十
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す

務
署
長
は
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
で
あ
つ
た

る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

所
得
金
額
、
所
得
税
の
額
そ
の
他
の
事
項
に
つ
き
国

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
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税
通
則
法
第
二
十
四
条
又
は
第
二
十
六
条
の
規
定
に

す
る
。

よ
る
更
正
を
行
う
。

一

法
第
三
十
五
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
場

第
三
十
三
条
の
五
第
三
項
の
規
定
は
、
第
八
項
の

合
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
条
第
一
項
の
規
定

10
規
定
に
よ
る
修
正
申
告
書
及
び
前
項
の
更
正
に
つ
い

の
適
用
を
受
け
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項

イ

法
第
三
十
五
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の

第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
一
項
に
規
定
す
る
提
出

場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
条
第
一
項
の

期
限
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
第
八
項
に
規
定

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨

す
る
提
出
期
限
」
と
、
同
号
中
「
第
三
十
三
条
の
五

ロ

法
第
三
十
五
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
第
八
項
」
と

場
合
に
該
当
す
る
事
実

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二

法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第

第
一
項
の
規
定
は
、
そ
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合

次
に
掲
げ

11
る
者
の
同
項
に
規
定
す
る
資
産
の
譲
渡
を
し
た
日
の

る
事
項

属
す
る
年
分
の
確
定
申
告
書
に
、
同
項
の
規
定
の
適

イ

法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨

る
事
項
の
記
載
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
譲
渡
に
よ
る

ロ

法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
対
象
譲

譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
書
そ
の
他

渡
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
対
象
譲
渡
」
と

の
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
の
添
付
が
あ
る
場
合
に

い
う
。
）
に
該
当
す
る
事
実

限
り
、
適
用
す
る
。

ハ

法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
相
続
又

税
務
署
長
は
、
確
定
申
告
書
の
提
出
が
な
か
つ
た

は
遺
贈
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
二
号
イ

12

（２）

場
合
又
は
前
項
の
記
載
若
し
く
は
添
付
が
な
い
確
定

に
お
い
て
「
相
続
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同

申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の

条
第
四
項
に
規
定
す
る
被
相
続
人
の
氏
名
及
び

提
出
又
は
記
載
若
し
く
は
添
付
が
な
か
つ
た
こ
と
に

死
亡
の
時
に
お
け
る
住
所
並
び
に
死
亡
年
月
日

つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

ニ

当
該
相
続
等
に
係
る
他
の
居
住
用
家
屋
取
得

は
、
当
該
記
載
を
し
た
書
類
及
び
同
項
の
財
務
省
令

相
続
人
（
法
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る

で
定
め
る
書
類
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
限
り
、
第

居
住
用
家
屋
取
得
相
続
人
を
い
う
。
ホ
に
お
い

一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏

第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

名
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
者
の
当
該
相
続
の
開

13
適
用
前
譲
渡
及
び
適
用
後
譲
渡
の
対
価
の
額
の
算
定

始
の
時
に
お
け
る
同
項
の
被
相
続
人
居
住
用
家

の
方
法
そ
の
他
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の

屋
又
は
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
敷
地
等
の
持

適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

分
の
割
合

ホ

当
該
相
続
等
に
係
る
適
用
前
譲
渡
（
法
第
三
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十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
適
用
前
譲
渡
を
い

う
。
ホ
、
次
項
第
二
号
イ
⑸
及
び
第
四
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
適
用

前
譲
渡
を
し
た
居
住
用
家
屋
取
得
相
続
人
の
氏

名
並
び
に
そ
の
者
が
行
つ
た
当
該
適
用
前
譲
渡

の
年
月
日
及
び
当
該
適
用
前
譲
渡
に
係
る
対
価

の
額

ヘ

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２

法
第
三
十
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令

で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書

類イ

法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
産
の

譲
渡
に
よ
る
譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
に
関
す

る
明
細
書

ロ

イ
の
譲
渡
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
日
の
前

日
に
お
い
て
当
該
譲
渡
を
し
た
者
の
住
民
票
に

記
載
さ
れ
て
い
た
住
所
と
当
該
譲
渡
を
し
た
イ

の
資
産
の
所
在
地
と
が
異
な
る
場
合
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
場
合
に
は
、
戸
籍
の
附
票
の
写

し
、
消
除
さ
れ
た
戸
籍
の
附
票
の
写
し
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
書
類
で
前
項
第
一
号
ロ
に
掲

げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

イ

対
象
譲
渡
が
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
一
号

に
掲
げ
る
譲
渡
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書

類⑴

当
該
対
象
譲
渡
に
よ
る
譲
渡
所
得
の
金
額

の
計
算
に
関
す
る
明
細
書
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⑵

法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
被
相
続
人
居
住

用
家
屋
及
び
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
敷
地

等
の
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
書
類
で
次

に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

当
該
対
象
譲
渡
を
し
た
者
が
当
該
被
相

(ⅰ)
続
人
居
住
用
家
屋
及
び
当
該
被
相
続
人
居

住
用
家
屋
の
敷
地
等
を
前
項
第
二
号
ハ
の

被
相
続
人
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お

い
て
「
被
相
続
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
相

続
等
に
よ
り
取
得
し
た
こ
と
。

当
該
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
が
昭
和
五

(ⅱ)
十
六
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
建
築
さ
れ

た
こ
と
。

当
該
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
が
建
物
の

(ⅲ)
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規

定
に
該
当
す
る
建
物
で
な
い
こ
と
。

⑶

当
該
対
象
譲
渡
を
し
た
被
相
続
人
居
住
用

家
屋
（
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
一
号
に
規

定
す
る
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
を
い
う
。
(３)

か
ら

ま
で
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

(５)

又
は
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
及
び
被
相
続
人

居
住
用
家
屋
の
敷
地
等
（
同
号
に
規
定
す
る

被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
敷
地
等
を
い
う
。

及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
在
地
の

(３)

(５)

市
町
村
長
又
は
特
別
区
の
区
長
の
次
に
掲
げ

る
事
項
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
居
住
の

用
が
同
項
に
規
定
す
る
対
象
従
前
居
住
の
用

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
対
象
従
前
居
住

の
用
」
と
い
う
。
）
以
外
の
居
住
の
用
で
あ

る
場
合
に
は
、

及
び

に
掲
げ
る
事
項
）

(ⅰ)

(ⅱ)

を
確
認
し
た
旨
を
記
載
し
た
書
類



- 15 -

法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
相
続
の
開
始

(ⅰ)
の
直
前
（
そ
の
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
が

対
象
従
前
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
被

相
続
人
居
住
用
家
屋
で
あ
る
場
合
に
は
、

同
項
に
規
定
す
る
特
定
事
由
（
以
下
こ
の

号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
事
由
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
当
該
被
相
続
人
居
住
用

家
屋
が
被
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ

な
く
な
る
直
前
。
ロ

に
お
い
て
同

(3)
(ⅰ)

じ
。
）
に
お
い
て
、
被
相
続
人
が
そ
の
被

相
続
人
居
住
用
家
屋
を
居
住
の
用
に
供
し

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
被
相
続
人
居
住
用

家
屋
に
当
該
被
相
続
人
以
外
に
居
住
を
し

て
い
た
者
が
い
な
か
つ
た
こ
と
。

当
該
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
又
は
当
該

(ⅱ)
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
及
び
被
相
続
人
居

住
用
家
屋
の
敷
地
等
が
当
該
相
続
の
時
か

ら
当
該
対
象
譲
渡
の
時
ま
で
事
業
の
用
、

貸
付
け
の
用
又
は
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。

そ
の
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
が
特
定
事

(ⅲ)
由
に
よ
り
法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
相
続

の
開
始
の
直
前
に
お
い
て
被
相
続
人
の
居

住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
。

特
定
事
由
に
よ
り
被
相
続
人
居
住
用
家

(ⅳ)
屋
が
被
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
な

く
な
つ
た
時
か
ら
法
第
三
十
五
条
第
四
項

の
相
続
の
開
始
の
直
前
ま
で
引
き
続
き
当

該
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
が
当
該
被
相
続

人
の
物
品
の
保
管
そ
の
他
の
用
に
供
さ
れ

て
い
た
こ
と
。
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特
定
事
由
に
よ
り
被
相
続
人
居
住
用
家

(ⅴ)
屋
が
被
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
な

く
な
つ
た
時
か
ら
法
第
三
十
五
条
第
四
項

の
相
続
の
開
始
の
直
前
ま
で
当
該
被
相
続

人
居
住
用
家
屋
が
事
業
の
用
、
貸
付
け
の

用
又
は
当
該
被
相
続
人
以
外
の
者
の
居
住

の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
な
い
こ

と
。被

相
続
人
が
施
行
令
第
二
十
三
条
第
六

(ⅵ)
項
各
号
に
規
定
す
る
住
居
又
は
施
設
に
入

居
又
は
入
所
を
し
た
時
か
ら
法
第
三
十
五

条
第
四
項
の
相
続
の
開
始
の
直
前
ま
で
の

間
に
お
い
て
当
該
被
相
続
人
の
居
住
の
用

に
供
す
る
家
屋
が
二
以
上
あ
る
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
の
家
屋
の
う
ち
、
当
該
住
居

又
は
施
設
が
、
当
該
被
相
続
人
が
主
と
し

て
そ
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
た
一
の
家

屋
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑷

当
該
対
象
譲
渡
を
し
た
被
相
続
人
居
住
用

家
屋
が
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議

し
て
定
め
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
一
号

ロ
に
規
定
す
る
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係

る
規
定
又
は
基
準
に
適
合
す
る
家
屋
で
あ
る

旨
を
証
す
る
書
類

⑸

当
該
対
象
譲
渡
を
し
た
被
相
続
人
居
住
用

家
屋
又
は
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
及
び
被
相

続
人
居
住
用
家
屋
の
敷
地
等
に
係
る
売
買
契

約
書
の
写
し
そ
の
他
の
書
類
で
、
当
該
被
相

続
人
居
住
用
家
屋
又
は
当
該
被
相
続
人
居
住

用
家
屋
及
び
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
敷
地

等
の
譲
渡
に
係
る
対
価
の
額
が
一
億
円
（
当
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該
対
象
譲
渡
に
係
る
適
用
前
譲
渡
が
あ
る
場

合
に
は
、
一
億
円
か
ら
当
該
適
用
前
譲
渡
に

係
る
対
価
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残

額
。
ロ
⑷
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

ロ

対
象
譲
渡
が
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
二
号

に
掲
げ
る
譲
渡
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書

類⑴

当
該
対
象
譲
渡
に
よ
る
譲
渡
所
得
の
金
額

の
計
算
に
関
す
る
明
細
書

⑵

イ

に
掲
げ
る
書
類

(2)

⑶

当
該
対
象
譲
渡
を
し
た
被
相
続
人
居
住
用

家
屋
の
敷
地
等
（
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第

二
号
に
規
定
す
る
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の

敷
地
等
を
い
う
。

及
び

に
お
い
て
同

(3)

(4)

じ
。
）
の
所
在
地
の
市
町
村
長
又
は
特
別
区

の
区
長
の
次
に
掲
げ
る
事
項
（
同
条
第
四
項

に
規
定
す
る
居
住
の
用
が
対
象
従
前
居
住
の

用
以
外
の
居
住
の
用
で
あ
る
場
合
に
は
、
(ⅰ)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
）
を
確
認
し
た

(ⅳ)

旨
を
記
載
し
た
書
類

法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
相
続
の
開
始

(ⅰ)
の
直
前
に
お
い
て
、
前
項
第
二
号
ハ
の
被

相
続
人
が
そ
の
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の

敷
地
等
に
係
る
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
（

同
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
被
相
続

人
居
住
用
家
屋
を
い
う
。

に
お
い
て
同

(3)

じ
。
）
を
居
住
の
用
に
供
し
て
お
り
、
か

つ
、
当
該
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
に
当
該

被
相
続
人
以
外
に
居
住
を
し
て
い
た
者
が

い
な
か
つ
た
こ
と
。
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当
該
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
敷
地
等

(ⅱ)
に
係
る
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
が
当
該
相

続
の
時
か
ら
そ
の
全
部
の
取
壊
し
、
除
却

又
は
滅
失
の
時
ま
で
事
業
の
用
、
貸
付
け

の
用
又
は
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
な
い
こ
と
。

当
該
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
敷
地
等

(ⅲ)
が
当
該
相
続
の
時
か
ら
当
該
対
象
譲
渡
の

時
ま
で
事
業
の
用
、
貸
付
け
の
用
又
は
居

住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
な
い
こ

と
。当

該
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
敷
地
等

(ⅳ)
が
（
ⅱ
）
の
取
壊
し
、
除
却
又
は
滅
失
の

時
か
ら
当
該
対
象
譲
渡
の
時
ま
で
建
物
又

は
構
築
物
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
な
い
こ
と
。

そ
の
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
の
敷
地
等

(ⅴ)
に
係
る
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
が
特
定
事

由
に
よ
り
法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
相
続

の
開
始
の
直
前
に
お
い
て
被
相
続
人
の
居

住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
。

特
定
事
由
に
よ
り
そ
の
被
相
続
人
居
住

(ⅵ)
用
家
屋
の
敷
地
等
に
係
る
被
相
続
人
居
住

用
家
屋
が
被
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ

れ
な
く
な
つ
た
時
か
ら
法
第
三
十
五
条
第

四
項
の
相
続
の
開
始
の
直
前
ま
で
引
き
続

き
当
該
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
が
当
該
被

相
続
人
の
物
品
の
保
管
そ
の
他
の
用
に
供

さ
れ
て
い
た
こ
と
。

特
定
事
由
に
よ
り
そ
の
被
相
続
人
居
住

(ⅶ)
用
家
屋
の
敷
地
等
に
係
る
被
相
続
人
居
住
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用
家
屋
が
被
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
さ

れ
な
く
な
つ
た
時
か
ら
法
第
三
十
五
条
第

四
項
の
相
続
の
開
始
の
直
前
ま
で
当
該
被

相
続
人
居
住
用
家
屋
が
事
業
の
用
、
貸
付

け
の
用
又
は
当
該
被
相
続
人
以
外
の
者
の

居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
な
い

こ
と
。

被
相
続
人
が
施
行
令
第
二
十
三
条
第
六

(ⅷ)
項
各
号
に
規
定
す
る
住
居
又
は
施
設
に
入

居
又
は
入
所
を
し
た
時
か
ら
法
第
三
十
五

条
第
四
項
の
相
続
の
開
始
の
直
前
ま
で
の

間
に
お
い
て
そ
の
被
相
続
人
居
住
用
家
屋

の
敷
地
等
に
係
る
被
相
続
人
の
居
住
の
用

に
供
す
る
家
屋
が
二
以
上
あ
る
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
の
家
屋
の
う
ち
、
当
該
住
居

又
は
施
設
が
、
当
該
被
相
続
人
が
主
と
し

て
そ
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
た
一
の
家

屋
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑷

当
該
対
象
譲
渡
を
し
た
被
相
続
人
居
住
用

家
屋
の
敷
地
等
に
係
る
売
買
契
約
書
の
写
し

そ
の
他
の
書
類
で
、
当
該
被
相
続
人
居
住
用

家
屋
の
敷
地
等
の
譲
渡
に
係
る
対
価
の
額
が

一
億
円
以
下
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

書
類

３
・
４

（
略
）


